
第
１
５
号 

２
０
０
５
・
３ 

（
ス
テ
ィ
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
） 

Ｓ
Ｊ
Ｓ 
患
者
を
励
ま
す
会 

 

連
絡
先 
０
４
２
４
・
８
２
・
１
３
４
８ 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

救
済
申
請
倍
増
に
対
応 

―
― 

滞
留
案
件
解
消
に
改
善
策 

―
― 

 

厚
生
労
働
省
と
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
以
下
「
総

合
機
構
」）
は
、
全
国
薬
害
被
害
者
団
体
連
絡
協
議
会
（
薬
被
連
）
お
よ
び
Ｓ

Ｊ
Ｓ
患
者
会
を
対
象
に
、
２
月
７
日
総
合
機
構
第
４
会
議
室
に
お
い
て
「
副

作
用
被
害
判
定
業
務
の
改
善
方
策
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
救
済
判
定
の
迅
速

化
へ
の
改
善
方
策
を
説
明
し
、
被
害
者
側
か
ら
の
質
問
に
応
答
し
た
。 

 

厚
労
省
側
か
ら
は
、医
薬
食
品
局
安
全
対
策
課 

平
山
課
長
以
下
数
名
と
医

薬
品
副
作
用
被
害
対
策
室 

小
出
室
長
以
下
数
名
な
ら
び
に
総
合
機
構
か
ら

は
持
田
上
席
審
議
役
、
永
堀
部
長
以
下
初
め
て
担
当
専
門
職
員
全
員
が
出
席

さ
れ
、
被
害
者
救
済
認
定
シ
ス
テ
ム
の
改
善
に
対
す
る
積
極
的
な
取
り
組
み

姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
た
。 

厚
労
省
側
か
ら
の
改
善
策
の
要
点 

（
１
）
改
善
の
必
要
性 

◎ 

救
済
申
請
件
数
は,
、
平
成
１
４
年
度
に
は
１
１
年
度
の
２
倍
近
い
７
９
３ 

 

件
と
激
増
し
、
判
定
に
要
す
る
処
理
期
間
が
平
成
１
３
年
度
に
は
８
・
１ 

 

ケ
月
だ
っ
た
も
の
が
平
成
１
５
年
度
に
は
１
０
・
９
ケ
月
と
な
り
、
滞
留 

件
数
が
平
成
１
５
年
度
末
に
は
８
２
０
件
に
ま
で
増
え
て
し
ま
い
、
大
き 

く
現
行
体
制
を
改
善
す
る
必
要
性
が
出
て
き
た
。 

◎ 

申
請
件
数
の
大
幅
増
加
は
、
副
作
用
発
症
要
因
な
ど
に
特
別
な
要
因
は
な 

く
、
副
作
用
認
識
が
浸
透
し
て
き
た
の
が
大
き
な
要
因
で
あ
り
、
こ
れ
に 

は
周
知
徹
底
の
広
報
活
動
も
後
押
し
材
料
だ
と
思
わ
れ
る
。 

（
２
）
改
善
方
法
の
具
体
策 

◎ 

現
在
の
平
均
回
答
期
間
が
、
ほ
ぼ
１
０
ケ
月
に
な
っ
て
い
る
内
容
は
左
図 

の
と
お
り
。 

 

◎ 

厚
労
省
に
お
け
る
審
議
を
部
会
（
２
０
名
以
内
）
審
議
の
み
と
し
、
現
行
１ 

 

部
会
を
２
部
会
に
ふ
や
す
。 

◎ 

「
総
合
機
構
」
に
お
け
る
事
前
調
査
、
専
門
家
協
議
を
補
強
拡
大
す
る
こ
と 

に
よ
り
、
部
会
で
の
判
定
審
議
の
迅
速
化
に
資
す
る
。（「
総
合
機
構
」
法
第 

２
４
条
に
よ
れ
ば
、
専
門
家
の
意
見
を
聴
取
し
、
専
門
家
の
意
見
を
付
し
て 

判
定
に
必
要
な
資
料
を
取
揃
え
て
部
会
に
回
付
し
、
判
定
事
務
の
迅
速
化
を 

図
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
） 

◎ 

部
会
の
審
議
は
、
救
済
制
度
に
造
詣
の
深
い
専
門
家
（
医
師
・
薬
剤
師
・
法 

 

学
専
門
家
な
ど
）
に
よ
る
各
領
域
毎
の
専
門
的
な
審
議
を
お
願
い
す
る
。 

◎ 

部
会
の
年
間
開
催
頻
度
は
、
従
来
６
回
だ
っ
た
も
の
を
８
回
に
ふ
や
す
。 

 

審
議
委
員
は
各
界
の
第
一
線
の
専
門
家
に
委
嘱
す
る
関
係
上
、
こ
れ
以
上
の 

 

開
催
と
い
う
こ
と
に
は
障
害
が
多
く
、
現
時
点
で
は
８
回
が
限
度
で
あ
る
。 

◎ 

「
総
合
機
構
」
の
専
門
家
協
議
（
３
０
名
弱
）
も
、
現
行
８
回
か
ら
９
回
に
、 

現
在
１
０
名
程
度
の
担
当
職
員
も
さ
ら
に
１
０
名
の
増
員
を
要
望
中
。
専
門 

家
、
技
術
要
員
の
配
分
も
そ
の
領
域
の
申
請
比
率
に
応
じ
て
重
点
配
置
。 

◎ 

申
請
か
ら
回
答
ま
で
の
所
用
期
間
の
目
標
を
８
ケ
月
と
す
る
。
こ
れ
で
現
行 

制
度
よ
り
２
ケ
月
以
上
短
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
本
改
善
策
は
平
成 

１
７
年
１
０
月
を
目
途
に
実
施
す
る
。 

主
要
な
質
疑
（
Ｑ
）
応
答
（
Ａ
） 

Ｑ 

資
料
に
よ
る
判
定
の
際
の
蓋
然
性
は
ど
う
判
断
さ
れ
て
い
る
か 

Ａ 

ゼ
ロ
（
無
関
係
な
も
の
）
と
百
（
確
定
的
な
も
の
）
と
の
間
の
も
の
は
専
門 

   

的
知
識
で
判
定
し
て
も
ら
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
現
場
感
覚
か
ら
離
れ
た 

   

判
定
は
し
て
い
な
い
。 

Ｑ 

判
定
調
査
表
作
成
の
段
階
で
資
料
を
集
め
る
と
き
に
、
医
療
機
関
に
直
接
問 

   

い
合
わ
せ
る
と
き
い
て
い
る
の
に
、
患
者
に
再
度
返
送
さ
れ
て
く
る
の
は
ど 

   

う
い
う
場
合
か 

Ａ 

最
初
の
提
出
資
料
と
再
提
出
さ
れ
て
き
た
資
料
と
違
う
の
で
、
ど
ち
ら
が 

事
実
か
わ
か
ら
な
い
と
き
が
あ
り
、
患
者
に
問
い
合
わ
せ
ざ
る
を
え
な
い 

場
合
が
あ
る
。 

こ
の
他
、
要
望
事
項
と
し
て
、
短
縮
し
て
行
こ
う
と
す
る
努
力
は
買
う
と
し
て
も
、

あ
ま
り
に
時
間
が
か
か
り
過
ぎ
る
。
明
日
に
で
も
救
済
し
て
ほ
し
い 

患
者
の
身

に
な
っ
て
工
程
管
理
を
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
会
を
１
０
月
ま
で
に

も
う
一
度
開
い
て
ほ
し
い
。
等
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

総

合

機

構

 

厚

生

労

働

省

総

合

機

構

申
請
受
理 

事
前
調
査 

調
査
報
告
書 

判 定 調 査 表

  
  調  査  会 

審  議

  
  部     会 

審  議

  
（８ケ月） 

（１ケ月） 

事
務
処
理 

 

判
定
結
果
通
知 

（１ケ月）

総

合

機

構

厚 

労 

省 

総
合
機
構 



国
会
議
員
へ
の
陳
情
行
動  

自
民
党
厚
労
部
会
長 

 

衆
議
院 
田
村 

憲
久
議
員 

 

Ｓ
Ｊ
Ｓ
患
者
会 

湯
浅
代
表
並

び
に
励
ま
す
会 
中
小
路
代
表
よ

り
Ｓ
Ｊ
Ｓ
症
状
の
特
徴
と
後
遺
症

の
悲
惨
さ
に
つ
い
て
訴
え
た
。 

田
村
議
員
談 

「
発
疹
が
出
て
２
４
時
間
で
こ
ん

な
ケ
ロ
イ
ド
状
に
な
る
の
で
す
か
。

眼
に
も
く
る
ん
で
す
ね
。
爪
が
は

が
れ
て
再
生
し
な
い
人
も
い
る
の

で
す
ね
。
厚
労
省
へ
の
副
作
用
報

告
が
義
務
化
さ
れ
て
き
た
の
で
す

か
ら
、
こ
れ
が
活
か
さ
れ
る
こ
と

が
重
要
で
す
ね
」 

「
ま
だ
Ｓ
Ｊ
Ｓ
を
熟
知
し
て
い
な
い
医
者
が
い
て
重
症
化
す
る

と
し
た
ら
早
く
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
急
務
で
す
ね
。
本
来

医
師
や
薬
剤
師
が
事
前
に
説
明
す
べ
き
こ
と
で
す
ね
。
飲
む
側

も
病
気
を
治
そ
う
と
し
て
服
用
す
る
の
で
す
か
ら
副
作
用
の
こ

と
も
チ
ャ
ン
ト
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
」 

「
救
済
申
請
に
は
医
師
の
投
薬
、
処
置
経
過
と
か
、
市
販
薬
品

名
の
証
拠
品
が
な
い
と
、
現
実
に
Ｓ
Ｊ
Ｓ
症
状
が
認
知
さ
れ
て

も
申
請
が
却
下
さ
れ
る
の
で
す
か
？ 

な
ぜ
薬
品
名
が
不
可
欠

ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
か
？ 

こ
れ
は
賦
課
金
を
負
担
す
る
製
薬

メ
ー
カ
ー
を
説
得
す
る
裏
づ
け
に
必
要
だ
と
い
う
こ
と
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
に
公
費
で
補
う

と
な
れ
ば
、
他
の
分
野
と
の
関
係
な
ど
障
害
が
沢
山
あ
り
ま
す

ね
」 

 

等
、
細
か
い
点
に
つ
い
て
質
問
も
あ
り
、
今
後
力
に
な
っ
て
い

た
だ
け
る
こ
と
を
確
信
し
て
帰
途
に
つ
い
た
。 

 

民
主
党 

参
議
院 

 

山
本 

孝
史
、
谷 

博
之
、
辻 

泰
弘 

三
議
員 

 

ま
ず
「
総
合
機
構
」
救
済
業
務
委
員
会
と
「
医
薬
品
に
よ
る

被
害
実
態
調
査
検
討
会
」
と
二
つ
の
機
関
の
委
員
に
、
被
害
者

代
表
の
一
人
と
し
て
湯
浅
代
表
が 

加
え
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
。 

 

早
速
、
昭
和
５
５
年
以
前
発
症 

患
者
の
実
態
調
査
へ
の
「
協
力
」 

に
対
す
る
「
謝
金
」
シ
ス
テ
ム
は 

具
体
的
に
進
ん
で
い
る
の
で
す
か
、 

と
ご
心
配
い
た
だ
き
、 

「
民
主
党
は
、
坂
口
前
大
臣
の
意 

向
が
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
て 

い
る
の
か
を
検
証
し
て
い
く
の
も 

国
会
の
役
目
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」 

と
激
励
を
受
け
た
。 

ま
た
、「
現
行
法
で
の
救
済
を
改
善
し
て
い
く
上
で
の
問
題

点
、
そ
れ
を
解
決
し
て
い
く
具
体
的
な
施
策
を
研
究
・
追
求
し

て
い
く
こ
と
も
重
要
で
す
し
、
特
に
、
患
者
さ
ん
が
困
っ
て
い

る
こ
と
や
、
そ
れ
を
ど
う
し
て
ほ
し
い
の
か
を
、
具
体
的
に
ア

ピ
ー
ル
し
て
下
さ
い
」
と
要
請
を
受
け
た
。 

 平
成
十
七
年
度 

Ｓ
Ｊ
Ｓ
患
者
会
総
会
を 

新
し
い
気
持
ち
で
迎
え
よ
う 

 

平
成
十
七
年
度
の
Ｓ
Ｊ
Ｓ
患
者
会
総
会
は
、
来
る
５
月
２
８

日
（
土
）
午
後
１
時
よ
り
、
東
京
「
住
友
新
橋
ビ
ル
」
で
開
催

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
回
は
大
阪
大
学
眼
科
講
師 

西
田 

幸
二
先
生
の
講
演
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

患
者
会
と
励
ま
す
会
は
、
こ
の
一
年
間
、
国
会
へ
の
陳
情
行

動
な
ど
一
体
と
な
っ
て
活
動
し
た
。合
同
会
議
も
定
例
化
さ
れ
、

殆
ど
目
の
不
自
由
な
副
会
長
の
小
松
さ
ん
は
、
毎
度
ヘ
ル
パ
ー

さ
ん
を
お
願
い
し
な
が
ら
の
参
加
で
あ
っ
た
。
新
体
制
を
も
っ

て
、
こ
れ
ま
で
曖
昧
で
あ
っ
た
会
員
登
録
に
つ
い
て
も
再
確
認

を
行
い
、
新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
か

ら
は
、
会
員
が
会
員
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
皆
で
一
人
一
人

を
大
切
に
し
て
い
く
会
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。 

前
回
の
合
同
会
議
で
は
、
こ
の
度
の
総
会
は
昨
年
に
倍
し
た

人
数
で
迎
え
よ
う
と
話
し
合
わ
れ
、
泊
ま
れ
る
人
に
は
ゆ
っ
く

り
懇
親
会
を
、
と
の
企
画
も
あ
る
。
励
ま
す
会
と
し
て
も
、
遠

く
北
か
ら
南
か
ら
出
て
み
え
る
患
者
さ
ん
の
負
担
を
、
で
き
る

限
り
減
ら
す
た
め
支
援
し
よ
う
と
動
き
だ
し
て
い
る
。 

 

       

＞ 

 

図 

 

地 
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05.1.26 衆議院第一議員会館にて 

平
成
十
七
年
度 
Ｓ
Ｊ
Ｓ
患
者
会 

総
会  

日
時 

５
月
２
８
日
（
土
）
十
三
時
～
十
六
時
半 

場
所 

東
京
新
橋
「
住
友
新
橋
ビ
ル
」 

講
演 

大
阪
大
学
病
院
眼
科
講
師 
西
田 
幸
二
氏
に
よ
り 

「
口
の
粘
膜
か
ら
角
膜
再
生 

視
力
回
復
に
つ
い
て
」 

総
会
の
あ
と
懇
親
会 

北
か
ら
南
か
ら
患
者
さ
ん
が
集
ま
り
ま
す
。
賛
同
者
の
方
々
も 

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
！ 

    住友新橋ビル  
  港区新橋 １－８－３ 

℡ ０３－３５７２－１５７３ 

05.1.25 参議院第三面談室にて 

JR 新橋駅より

徒歩５分 
地下鉄銀座線 
新橋駅 ①出口 
より徒歩２分 

 




